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※ 本論文は、以下の事由により、「博士論文の内容を要約したもの」を公表する。 

第 1 章・第 2 章は、今後 5 年以内に、単行本もしくは雑誌掲載等の形で刊行する予定で

ある。 

第 3 章・第 5 章は、論文中で使用している図表・写真等について、海外機関の所蔵史料

及び刊行図書に掲載されたものが含まれるため、インターネット公表に対する著作権者か

らの許諾が得られていない。 

第 4 章は、すでに出版された書籍の収録論文として刊行されており、全文公表の許諾が

得られていない。刊行された論文の書誌事項は以下の通りである。芦沢知絵「内外綿の中

国人管理者と監督的労働者――『特選工』から『役付工』へ（1911-45 年）」富澤芳亜・久

保亨・萩原充編著『近代中国を生きた日系企業』大阪大学出版会、2011 年。 
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序章 課題と視角 

 

 

第 1 節 研究の課題 

 

本論文の課題は、近代中国において大規模な工場経営を行った日本紡績企業（以下、在

華紡）の労務管理について、詳しい形成過程と実態を分析することである。 

近代中国の社会経済を特徴づける重要な一面として、沿海地域を中心とした近代紡織業

の発展が挙げられる。その発展に大きな影響を与えたのが、1910～20 年代に中国へ一斉

進出を果たした在華紡であった。もっとも、これまではこれらの企業が行った経営活動の

負の影響のみが強調されがちであった。中国綿業「衰退」論や日本「帝国主義」論の文脈

において、在華紡は国家や資本力を背景に中国市場を圧迫し、また厳しい労務管理によっ

て中国人労働者を「搾取」したとされ、その結果、1925 年の五・三〇事件に代表されるナ

ショナリズム的労働運動を引き起こしたとされてきたのである。 

こうした従来の在華紡像に対して、近年は各企業の経営活動を一括りに捉えず、詳細な

個別分析にもとづき、現地における中国企業や労働者との関係性をより実証的かつ多角的

に再検討し、その歴史的位置づけを見直そうとする試みがみられる。本論文も同様の研究

視角を共有するものであるが、市場戦略や技術改良に関しての分析が進む一方、在華紡の

工場経営の基盤であり、現地の中国人労働者との直接的接点ともなった労務管理の実態に

ついては、一次史料の不足もあって、なお十分な検討がなされていない。 

よって、本論文では在華紡の代表的企業であった内外綿株式会社（以下、内外綿）の上

海工場を具体的な事例として取り上げ、中国の档案館（文書館）に残された同社の内部経

営史料を新たに用いつつ、その労務管理の形成過程と実態を、雇用管理・組織管理・福利

施設の三つの側面から詳しく分析する。その上で、日本企業が労務管理を通じて、中国の

労働者や現地社会と直接かつ相互にどのような作用を及ぼし合い、近代中国の社会経済に

どういった影響をもたらしたのか考察する。 

 

第 2 節 研究の視角 

 

在華紡企業に関しては、すでに各分野において多くの研究蓄積がある。早期の先行研究

としては、宇高寧・岡部利良・戸田義郎らによる、戦前の同時代的な調査報告が挙げられ

る。しかし、これらはいずれも中国的労働慣行の特殊性の解明を主眼とし、時代の要求を

受けた学術研究であったといえる。一転して、戦後の研究の多くは、在華紡を中国侵略の

経済的担い手として批判的に捉えてきた。前述したように、近年はそうした固定化された
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在華紡像の再検討が進み、本論文もその試みの一つとして位置付けることができる。 

先行研究を分野ごとに整理すれば、(1)中国経済史、(2)日本経済・経営史、(3)中国労働運

動史、(4)アジア産業史、の四分野に分けられる。最近は、各分野の研究成果を照合し、よ

り多角的な分析を目指す共同研究も進んでおり、大きな意義が認められる。 

(1)では、中国の近代紡織業の発展史に即して在華紡の存在意義が問われ、特に中国企業

との競合関係が主な研究課題となってきた。1950 年代より厳中平が主張した中国綿業「衰

退」論は、在華紡の圧迫による中国の民族産業の停滞を強調するものであった。しかし、

1970 年代以降は近代中国紡織業の発展的側面が照射され、久保亨・森時彦による中国企業

の詳細な経営分析や、富澤芳亜・王穎林による技術移転の研究をもとに、在華紡と民族紡

の共存・住み分けを含む両者の密接な関係性が提起されるようになった。ただし、これら

の研究はあくまでも中国企業を主な分析対象としており、在華紡の労務管理が中国の社会

経済に及ぼした影響については、具体的な分析はなされていない。 

(2)では、戦前の「日本資本主義」の基盤となった日本紡績業の対外投資活動として、在

華紡の経営研究がなされてきた。泉武夫・山崎広明・高村直助による代表的著作は、在華

紡の中国進出過程や各社の経営状況を概説的に明らかにしており、それをもとに西川博史

は日本紡績業全体の中国への経済的侵略性を主張した。こうした日本「帝国主義」論に対

して、桑原哲也は在華紡を多国籍企業の歴史的事例と捉え、内外綿を主な事例として、市

場開拓や技術改良といった個別企業ごとの経営戦略の分析を試みた。ただし、国内の史料

を主に用いたため、中国現地の労務管理に関して詳しい分析には及んでいない。 

(3)では、1949 年の人民革命につながる中国労働者階級の形成過程として、在華紡におけ

る労働運動が注目された。特に、中国における研究蓄積は膨大であり、そこでは搾取する＜

日本人経営者＞と搾取される＜中国人労働者＞の対立構図が強調され、在華紡は常に批判対

象となった。もっとも、日本の古厩忠夫・高綱博文・江田憲治の実証的な労働運動分析は、

重要な学術成果といえる。また、E・ペリーや E・ホニグは、社会的視野から中国の労働運

動と同郷ネットワークの関係を明らかにしており、これらの欧米の研究は中国労働研究の新

境地といえる。一方、史料の網羅性や実態分析の精度の面では、なお不十分な点が多い。 

(4) では、アジア全体の産業近代化の過程を、各地域における近代紡織業の発展経緯の比

較から明らかにすることが目指され、その一類型として在華紡が取り上げられた。このう

ち、清川雪彦は在華紡の技術的優位を示す一方、中国の産業・市場構造の未熟さを指摘し、

「日本式」労務管理が中国で高い生産性を実現したことには否定的立場をとった。また、

杉原薫・澤田貴之も、在華紡は生産過程の労務管理には「日本式」の「近代」的方法を導

入したが、労働者雇用などの側面では中国の「伝統」的方法を併用したと結論付けた。も

っとも、その実証性や実態分析の具体性においては、なお検討の余地があろう。 

このように、以上の先行研究では、在華紡の労務管理に関する本格的な実態分析は、未だ

十分になされていないといえる。そのうち、分析方法の問題として、一次史料を用いた個別
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企業の事例研究がほとんどみられない点、分析視点の問題として、これまでは①国籍、②労

資関係、③近代化の対立構図が、固定的に捉えられてきた点が挙げられよう。よって、本論

文では新たな一次史料を用い、①～③の三要素が交錯しながら、在華紡の労務管理が形成さ

れる過程を、具体的な実態分析にもとづき明らかにしたい。 

 

第 3 節 構成と史料 

 

以上をふまえて、本論文では内外綿の労務管理の三つの側面に注目し、実際にどのよう

な制度・方法によって管理がなされたのか、具体的な管理の形成過程と実態を分析する。

第一の側面は、工場経営の基盤ともいえる十分な労働力を確保するための、労働者の募集・

採用・解雇を含めた雇用管理である。第二の側面は、技術水準を維持し作業能率を向上さ

せるための、生産現場における組織管理である。第三の側面は、日常的な労働規律や衛生

観念を浸透させる試みとしての、生産現場以外における福利施設の導入である。これらの

側面は、管理全体において相補的な機能をもったといえる。 

第 1 章・第 2 章では、雇用管理について検討する。第 1 章では、内外綿の上海工場にお

ける採用制度の成立過程を追うことで、従来の議論に再検討を加えつつ、実際の労働者雇

用の制度・方法の実態を詳しく分析する。第 2 章では、そのような採用制度が形成される

基盤となった、内外綿をめぐる労働市場の特徴を探る。具体的には中国人労働者の登記名

簿を分析し、工場の労働力構成、及び労働需供構造を明らかにする。 

第 3 章・第 4 章では、生産現場における組織管理について検討する。第 3 章では、組織

管理の根幹体系ともいえる賃金制度の成立過程と、運用方法の実態について分析する。第

4 章では、組織管理を実際に行う上で、その管理的職務を担った中国人中間管理者の存在

に注目する。内外綿では、日本人職員と一般労働者の間に中国人管理者としての「特選工」

と監督的労働者としての「役付工」を置いた。これらの中間管理者層の形成過程と、その

実態について詳しく分析する。 

第 5 章では、工場の生産現場以外における福利施設について検討する。本来の福利施設

は労働者の慰労を目的として設けられたが、内外綿では勤続や日常的な規律・衛生を浸透

させる、労務管理の一環として機能した。ここでは、住居・生活・教育に関わる福利施設

の導入過程と、それら施設の経営展開について分析する。 

本論文で主に用いる史料は、内外綿の社内文書である。そのうち、国内の本社及び西宮

工場に残された社内文書は、神戸大学経済経営研究所に「内外綿株式会社資料」として所

蔵されている。また、上海・青島の各支店・工場に残された社内文書は、終戦後に国民政

府の国営企業「中国紡織建設公司」により接収され、現在は上海市档案館と青島市档案館

にそれぞれ所蔵されている。その他、外務省史料や同業団体の調査報告、戦前の刊行書・

新聞・雑誌等、日中双方の二次史料も適宜用いる。 
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第 4 節 内外綿株式会社の経営史 

 

本論文が分析対象とする内外綿は、在華紡の中でも最初に本格的な中国進出を果たした

企業であった。内外綿は大阪の棉花商の合資により、1887 年に中国棉花の輸入専門商社と

して創立された。しかし、日清戦争後に紡績業へ転身を図り、日本国内で 2 ヶ所の工場を

経営した。さらに、国内市場で大手企業の寡占化が進むと、後発企業であった内外綿は川

邨利兵衛頭取の強い推進のもと、商社時代の経験を基盤として中国市場へ発展の可能性を

求め、1911 年、上海に初の海外工場となる上海第 3 工場を開設した。以後、1924 年まで

に上海・青島・金州（関東州）に 16 工場を所有し、中国最大の紡績企業となった。 

一方、日本の大手紡績企業は中国市場をあくまでも輸出対象と見なしていたが、第一次

世界大戦以降の中国紡織業の急発展により日本の対中輸出が打撃を受け、また中国関税の

引き上げや日本の工場法改正の動きがみられたことで、1918 年に日華（富士瓦斯紡績と日

綿・伊藤忠合資）、1921 年に東華（日綿・伊藤忠）、豊田、裕豊（東洋紡）、大康（大日本

紡績）、1922 年に公大（鐘紡）の各社が一斉に中国に進出した。1920 年代初頭は、まさに

在華紡の一大形成期となったのである。こうした市場競争の激化によって、内外綿も経営

戦略の転換を迫られ、生産部門を中・細糸及び織布へと拡張し、他社との競合回避を図っ

た。これ以後、内外綿の生産の中心は日本国内から中国の上海へと移った。 

しかし、1925 年に五・三〇事件が起こり、大規模かつ長期の労働ストライキが発生する

と、生産状況に甚大な被害が生じた。内外綿は 1920 年代後半～1930 年代前半にかけて、

東南アジア方面への新規市場開拓を図り、上海工場では製品の高付加価値化を求めて、細

糸・織布生産とともにガス糸や染布の加工製造も行われるようになった。その結果、1940

年代の戦時期に至るまで、不安定な政治・社会情勢の影響を受けつつも、内外綿の工場経

営は比較的好調を維持した。しかし、1945 年の日本敗戦によって、全ての工場が国民政府

に接収され、内外綿は資産の大部分を失うことになった。 

内外綿の経営的特徴をまとめれば、以下の五点に集約される。①綿花商社の出身である。

②中国市場進出時には大きな資本力を持たなかった。③中小企業ゆえに日本政府との関係

は密接ではなかった。④早期の中国進出により大企業へ発展した。⑤日本国内よりも中国

の工場が生産中心となった。つまり、内外綿は従来の在華紡像の反証的事例であり、民間

企業・多国籍企業としての要素をより強く持つ企業であったといえる。また、他社に比べ

て中国の現地経済・社会との関係性、ひいては相互影響性も大きい企業であり、その点に

おいては非常に有効な分析対象であると考えられる。 
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第 1章 採用制度 

 

 

はじめに 

 

労働者雇用の問題は、在華紡が「効率的」な労務管理を実践する上で、最も重要なファ

クターであった。一方、中国では、雇用習慣や労働市場が日本と大きく異なり、さらに不

安定な政治・社会情勢によって、雇用状況は頻繁に変化した。その中で、在華紡は二つの

課題に取り組むことになる。一つは、中国の工場で慣習的に行われてきた労働請負制によ

る間接的雇用を廃し、日本国内の経験にもとづいた直轄制による直接的雇用を中国の工場

に導入することである。もう一つは、日本と同等の「優秀」な労働者を中国でも確保する

ことである。内外綿はこれらの課題にどう向きあい、解決を図ったのか。 

在華紡の労働者雇用に関しては多くの先行研究があるが、史料の不足もあって、詳しい

実態分析はなされていない。特に、これまでは「包身工」（もしくは「包身制」）と呼ばれ

る雇用形態にのみ注目が集まり、生産工程は直接管理しつつも女工の募集と生活管理は外

部者に委託するという半請負的方法が、在華紡の労働者雇用の特徴であると捉えられてき

た。しかし、具体的な「包身工」の募集方法や採用人数、時期的な変化についてほとんど

言及されず、企業による労働者雇用の方針や制度の違いも考慮されてこなかった。 

よって、本章では新たに上海市档案館等に所蔵された企業経営史料を用い、内外綿の上

海工場における中国人労働者の採用制度について詳しく検証する。特に、1920～30 年代

の試行錯誤を経て、全工場共通の採用制度が成立する過程を追い、内外綿が中国で行った

労働者雇用の実態を改めて明らかにする。 

 

第 1 節 中国進出初期の雇用状況 

 

内外綿が上海に工場を設立する以前の中国紡織業では、欧米系工場・民族紡工場ともに、

「包工制」と呼ばれる完全請負制が一般的であった。それに対して、早期に中国進出を計

画した日本企業は、初めから中国での工場経営には日本式の労務管理が必要不可欠である

という見解を持っていた。しかし、在華紡の先駆けとなった上海紡は、実際に直接的な労

務管理を試みるも、国内工場のような規律的な管理を実践することができなかった。その

主な原因には、上海紡が工場を買収する以前から続く「包工制」の雇用慣習のために、会

社が労働者を直接雇用できないという弊害があった。 

一方、内外綿は 1911 年の上海第 3 工場の新設と同時に、労働者の直接雇用を含めた完

全な直轄制の導入を目指した。そのため、開業の 1 年前より約 30 人の中国人技術工を国



8 

内の工場で実習訓練し、同時に日本人社員を上海工場へ派遣して、国内と同様の生産管理

体制を整えた。また、一般労働者は工場地付近で直接募集し、予想以上に豊富な労働力を

集めることができた。内外綿の募集方法は広告掲示という簡単なものであったが、工場の

立地条件や上海租界内の工業労働人口の増加によって、多方面から労働力を獲得すること

ができたのである。こうした直轄制の導入は、内外綿の労務管理全般に上海紡とは異なる

成果をもたらした。 

しかし、内外綿は第 5 工場の開設と同時に、上海以外の遠隔地からも労働者を募集する

ようになる。十分な通勤工の供給があったにもかかわらず、敢えて地方募集を開始した背

景には、第一に労働者の「性質」の問題があった。1913 年頃より、上海ではすでに「良職

工」を得ることが難しく、より従順な地方出身者が求められたのである。第二には、地方

出身者を積極的に採用し、長期的に熟練工を確保する目的があった。1914 年頃より、内外

綿は工場付近に社宅を設け、地方出身者の定住と長期勤続を推奨する計画を進めていた。

ただし、この時期はまだ、若年女工のみを対象とした地方募集は行われなかった。 

 

第 2 節 養成工の採用 

 

内外綿上海工場において、女工を中心とした本格的な養成工制度が実施されたのは、

1922 年 2 月のことである。第一次世界大戦後、中国紡績業の急成長により、上海の各工

場は深刻な労働力不足に陥った。同時に、労働者の「性質」も一層「悪化」し、内外綿で

もストライキの発生をきっかけに、労働者の社内養成の必要が高まっていく。さらに、最

終的な決定要因は、中・細糸生産への移行にともなう標準動作の導入計画であった。内外

綿は計画に反対した古参労働者の代わりに、未経験の若年女工を地方から募集し、養成工

として標準動作を含む特別な実習訓練を施すことにしたのである。 

こうして始まった養成工の採用は、上海支店本部の人事課が一括して担当し、募集・管

理方法は国内工場の経験がほぼそのまま踏襲された。まず、上海近郊の浦東周辺や江南地

方にいくつかの募集地を指定し、日本人社員や「世話人」と呼ばれる中国人職員を直接現

地に派遣した。この出張募集において、「世話人」はほとんど裁量権を持たず、あくまでも

会社主導で募集が行われた。養成工はまず養成班で日本人「教婦」と中国人の熟練女工（「養

成方」）から実習訓練を受け、通常の生産工程に編入された後も工場の内外で特別待遇を受

けた。例えば、生活面では寮費・食費の免除や十分な衛生管理が施され、死傷者には補償

金が支払われた。その反面、無断帰省者に対して捜索隊が出されるなど、養成工にはある

種の束縛がともなったのも事実であった。 

内外綿における養成工の採用は、生産能率の向上という面では一定の成果をあげたが、

一度に多くの養成工を募集・訓練することには限界があった。よって、通常の欠員につい

ては、従来どおり工場付近から通勤工を随時募集して補われた。この欠員募集には毎回多
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数の応募がある一方、入社後の移動率も非常に高く、労働市場の流動化が進む中で、内外

綿の雇用状況はむしろ不安定なままおかれたといえる。 

 

第 3 節 経験者の採用 

 

1925 年、上海全体を巻き込んだ五・三〇事件の発生により、内外綿は採用方針の転換を

迫られることとなった。事件の発端は、同年 2 月に内外綿第 8 工場で発生した労働者の解

雇をめぐるストライキであり、その背景には上述したような雇用不安があったと考えられ

る。事件後、在華紡各社は世論の批判や経営上の損害を受け、ストライキ対策に追われた。

内外綿も同年 11 月に初めて労働者の採用に関する規定を明文化し、経験者の選抜採用を

実施することで、ストライキの未然防止と全体的な生産能率の向上を目指した。こうして、

1925 年以降は工場全体に共通した体系的な採用制度の確立が進められていく。 

採用方針の転換にともない、実際の雇用形態も徐々に変化した。大規模な労働ストライ

キや、その後の設備拡張も影響して、1926 年半ばより採用対象は養成工から経験者へと移

り、翌年には本格的な選抜が行われるようになった。その結果、養成工に代わる即戦型労

働力として、女工の経験者の採用率が大幅に上昇した。また、労働者の募集方法にも変化

が見られた。当初は、特定の社内関係者による仲介募集が行われたが、経験者の選抜採用

が進むにつれて、一般労働者を介してより広範に多数の応募者を集めることが優先される

ようになった。この過程において、養成工の位置付けは低下し、募集・管理方法もまさに

「包身工」のような外部委託の形態へと変わっていった。ただし、その採用人数はごくわ

ずかにすぎず、社内全体に占める養成工の割合はむしろ減少したといえる。 

経験者の選抜採用の具体的な手順は、まず試験工登録時に個人情報をリストに記入し、

1～3 週間の試験工期間を経て、本工編入の合否が決定された。合格者は誓約書を提出する

と正式な雇用契約となり、入社後に作成された登記簿が、出勤簿かつ賞罰・賃金台帳とし

て用いられた。1930 年代に入ると、試験工登録時と試験工期間の二段階の選抜が実施され、

第一段階では簡単な適性審査や人員調整を行い、第二段階では個人の技能や資質が詳細に

審査された。その結果、在籍労働者の少数精鋭化が進む一方、審査の過程で試験工・臨時

工といった非正規雇用の労働者が多く派生し、急な生産調整による剰減員に対応するため

の重要な予備労働力となった。 

 

小括 

 

以上をまとめると、内外綿は 1911 年の中国進出時より直轄制を導入し、日本企業とし

て初めて労働者の直接募集を行い、次いで地方募集を開始した。さらに、第一次大戦後の

労働力不足と標準動作の導入を契機に、日本式の養成工制度の本格的な導入を目指し、
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1922 年より養成工の採用を試みた。しかし、1925 年の五・三〇事件発生後、内外綿の採

用方針は大きく転換し、経験者の選抜採用にもとづく全工場共通の採用制度が成立する。 

このように、内外綿の上海工場において、日本国内の工場で実施されてきた養成工制度

は定着せず、むしろ経験者の大量供給を背景に、即戦型労働力の継続的な確保が目指され

た。こうした方針転換は、中国現地の雇用事情に即応した、積極的な経営戦略の一つであ

ったといえる。もっとも、内外綿が一貫して重視したことは、あくまでも「優秀ナル者」

の確保であった。それは、当時の日本企業に共通する、「従順」や「能率」といった「近代

的」労働基準への追求であり、その点において内外綿の採用制度は、中国でそうした基準

を体現する「優良職工」を効率的に獲得するための、最善の選択であったと考えられよう。 
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第 2章 労働力構成と労働需給構造――労働者名簿による分析 

 

 

はじめに 

 

第 1 章で明らかにしたように、内外綿の上海工場では 1920 年代半ば以降、「優秀」な経

験者の選抜採用を基本とする、全工場共通の採用制度が形成された。その背景には、常に

大量の経験者を供給し続ける、現地特有の労働市場構造があったと考えられる。 

もっとも、前述したように、在華紡の労働者雇用に関する先行研究は、主に「包身工」

と呼ばれる雇用形態にのみ注目が集まり、その背景となる労働市場そのものを分析した研

究はほとんどみられなかった。そのうち、E・ホニグは「包身工」の多くが「帮」と呼ば

れる伝統的な同郷紐帯を媒介に、蘇北（江蘇省の長江北部）の農村地域から上海の工場へ

と雇用されたことを指摘し、馬俊亜は 1920 年代以降こうした蘇北出身の低賃金労働者を

吸収しつつ、上海を中心に広範な労働市場が形成されたと論じている。ただし、内外綿が

採用対象としたような実践的技術を有する経験労働者が、どういった経緯で工場に就労し

離職したかといった具体的な労働市場の構造については、今なお十分に解明されていない。 

よって、本章では上海市档案館に所蔵されている、1925～37 年に作成された内外綿上

海 3・4・5 工場の中国人労働者の登記名簿、計 1852 人分を用いて、同工場の労働力構成

及び労働需給構造を実証的に分析し、内外綿の上海工場をめぐる労働市場が実際にどのよ

うな特徴を持つものであったか明らかにする。 

 

第 1 節 労働者名簿の特徴 

 

最初に、労働者名簿の史料としての特徴を確認しておく。まず、分析対象となる上海第

3・4・5 工場は、中国進出初期に建てられた比較的旧い工場であった。細糸・織布分野へ

の生産シフトを経て、1927・28 年からは第 4・5 工場に捲返・撚糸・合糸部門が新設され、

1930 年代には紡績機械のハイドラフト化などの技術改良が進んだ。その間、工場を取り巻

く環境は大きく変動し、特に 1932 年 1 月の第一次上海事変に際しては、工場の暫時閉鎖

を余儀なくされ、雇用状況も一時的に混乱をきたした。ただし、その後は 1937 年 8 月の

第二次上海事変の勃発まで、比較的安定した操業期間が続く。 

こうした状況の中、内外綿では 1925 年の五・三〇事件以降、労働者の採用時に 1 人 1

枚の登記名簿を作成するようになった。名簿の体裁は全工場共通であり、表面には在籍す

る工場・班・部・職務、性別、年齢、姓名、工人番号、原籍、生年月日、現住所、入社年

月日・本表作成月日・請負編入日、学歴、経歴、身体検査結果（身長・体重、体格、視力、
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テスト、特徴）、紹介人・保証人名、家族状況といった、労働者の個人プロフィールが記入

され、養成工・臨時工の名簿には刻印、本工の名簿には顔写真が貼付された。また、表面

に昇給異動・賞罰、裏面に出勤日数や賃金・賞与金額の記入欄が設けられ、入社後の賃金

額や異動・昇格記録も残された。これによって、労働者の履歴・勤怠・賞罰といった個人

情報を、全工場で一律に管理・保存し、継続的に追跡することが可能になった。 

名簿に記載された入・退社年の分布をみると、退社年は特定期間に集中しており、社会

情勢の変化や技術改良にともなって、一時的に解雇・淘汰が増加したことが確認できる。

その一方、入社年は比較的広範囲に分散した。また、名簿に記載された所属部門・雇用形

態の分布をみると、内外綿の紡績工場の生産部門は、作業内容によって大きく 3 種類に分

けられた。第一に原動・電気・鉄工といった工場設備の保全・修繕を専門に行う部門、第

二に倉庫・雑工・ローラー・調査部といった生産の補助的な作業を担当する部門、第三に

開棉・混棉・打棉・梳棉・練篠・粗紡・精紡・捲返・撚糸・合糸・綛造・荷造・回収部と

いった紡績の基本工程部門である。部門ごとの労働者数は粗紡・精紡部が圧倒的に多く、

雇用形態別にみると、養成工は紡績の基本工程部門、臨時工は男女ともに保全・修繕や補

助的作業を行う部門に多く配属されていた。 

 

第 2 節 基本属性と労働力構成 

 

以上の名簿をもとに、第 3・4・5 工場の具体的な労働力構成について分析すると、まず

労働者の基本属性である性別構成は、紡績の基本工程では女工が大部分を占め、修繕・保

全や補助的作業を担う部門では男工が多くを占めた。年齢構成は全体的に 17～19 歳の若

年者が最も多く、女工は男工よりも平均年齢が低かった。雇用形態別にみると、養成工は

女工のみであり、全体的に低年齢の者が多かったが、逆に臨時工は男工が多くなった。 

また、労働者の出身地をみると、塩城や揚州・宝応といった蘇北の出身者が最も多く、

次いで上海近郊の農村地域と江南地方が多かった。つまり、工場の労働力はほぼこれら三

地域からの移住者で構成され、上海市内の出身者はわずか 2％強にとどまった。地方から

の移住者の大部分は、内外綿の工場周辺に形成された工業地区一帯に居住した。居住先は

内外綿の社宅が最も多かったが、近隣の他社工場の社宅や貧民街（「棚戸区」）に住む者も

少なくなく、工場周辺の居住区がそのまま労働者の供給地になりえたことがうかがえる。 

労働者の家族構成をみると、独身者と既婚者の割合は男工が 4：6、女工が 6：4 であり、

日本国内と比べて女工の既婚率は高く、その過半数は子どもを抱えていた。労働者の家族

人口は比較的少なく、独身者 3～5 人、既婚者 2～5 人が標準であった。また、名簿に明記

されている限り、ほとんどの労働者が一家で上海に移住し同居しており、特に既婚女工の

85%は夫婦共働きで家計を補い合っていた。配偶者や父母兄弟の職業には、人力車夫・苦

力などの都市下層労働者や、警察官や商店員・車掌といった準ホワイトカラー労働者も含
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まれたが、やはり同じ紡績工場勤務者が最も多く、この点が労働者の入社経緯にも大きく

関係したといえる。 

 

第 3 節 「経歴」にみる入社経緯 

 

次に、これらの労働者がどのように内外綿の工場に入社したのか、その経緯を具体的に

分析する。名簿に記された入社前の職歴及び勤務先をみると、おおよそ 8 割以上の労働者

が紡績工場での勤務経験を有しており、特に前勤務先は内外綿の工場が最も多く、以前と

同じ工場に再就職する者もいた。それ以外は、内外綿の工場近辺にある他社工場からの転

職者が大部分を占めた。一方、未経験者は男工や臨時工に多くみられ、入社前は故郷で農

業もしくは上海で下層労働に従事し、入社後は保全・修繕や雑工・調査部に配属され、前

職の経験を生かした職務に就く者もいた。 

経験者の工場間の移動歴に注目すると、入社前の勤務経験は平均約 2 年であったが、内

外綿社内での移動の場合は、短期離職者も優先的に受け入れられており、逆に他社からの

転職者は、前職で十分な実務経験を積んだ者でなければ、採用試験に合格することは難し

かったといえる。また、複数回の移動歴を持つ転職常習者は全体の約 1 割にすぎず、どち

らかというと中国企業の工場を経て、内外綿の工場に入社する傾向がみられた。まさに、

1920 年代後半は中国企業でも養成工制度の導入が図られた時期であり、多くの労働者はそ

れらの工場にまず勤務し、そこで十分な技術を身につけた後、より賃金の高い内外綿へと

転職する経路が形成されたといえる。 

経験者のうち、前職の退社理由が明記された者の大部分は、本人の都合による退社であ

り、特に帰郷や病気・出産といった個人的理由で一旦退社し、再び上海で紡績工場に就職

する者が多かった。ただし、内外綿へ入社する際は紹介者か保証人の署名が必要であり、

応募者は何らかの伝手を辿って仲介者を見つけなければならなかった。第 4 工場の名簿に

記載された本人と紹介者・保証人の関係みると、元同僚を含む友人・知人が最も多く、他

に家族、隣居・同居者、同郷者など、様々な職縁・血縁・地縁を通じて、内外綿への入社

機会を得ていたことがわかる。つまり、内外綿への入社経緯は一様ではなく、むしろ労働

者同士の私的「関係」が常に相互連鎖しながら、内外綿をめぐる広範な雇用ネットワーク

を形成していたと推測できる。 

 

第 4 節 「解雇事由」にみる退社経緯 

 

一方、内外綿に入社した労働者が退社する経緯を、名簿に記された「解雇事由」の日付

及び記述から分析すると、まず労働者の勤続期間は非常に短く、1 年未満の者が約 7 割を

占めた。特に紡績の基本工程に所属する女工の勤続期間は短く、逆に技術職務の男工には
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5 年以上の長期勤続者もみられ、男・女工の二極化した状況がうかがえる。また、未経験

者の勤続期間は経験者よりも長かったが、養成工はむしろ短期離職者の割合が高く、これ

が養成工採用を回避するようになった要因の一つであったとも考えられる。 

具体的な離職者の退社理由をみると、半数近くが除籍であり、なかには無届欠勤や「跳

廠」と呼ばれる他工場との二重在籍も含まれた。次に、労働者の技術や「性質」を理由と

した解雇、工場側の都合による淘汰、労働者本人の都合による自主退社もみられ、自主退

社の理由には帰郷や結婚・出産が多かった。もっとも、こうした名目上の退社理由と実態

は必ずしも同一ではなく、解雇・淘汰・自主退社をめぐっては、たびたび会社と労働者の

間で微妙な駆け引きが繰り広げられた。とはいえ、労働者には再就職の可能性も残されて

おり、内外綿では「去る者追わず」・「来る者拒まず」の姿勢が、雇用の基本方針になった。

その結果、1 人あたりの勤続期間も短くなったといえる。 

 

小括 

 

以上より、内外綿上海工場の労働力構成、及び入・退社経緯にみる内外綿の労働需給構

造を分析すると、まず工場の基幹労働力である経験者の多くは、地方農村から工場周辺に

移住し、内外綿もしくは近隣の工場を移動しつつ経験・技術を積んだ。その背景には、内

外綿を含む紡績工場が密集した工業地区の形成と、1920 年代を通じた各社の養成工育成が

あったといえる。工業地区での労働力需要が高まると、その周辺にはさらに多くの移住者

が居住し、工場には常に大量の労働力が供給された。よって、年代が進むほど、内外綿で

はより厳密な経験者の選抜採用が可能になったと考えられる。このように安定的な労働力

供給が確保される一方、労働者の定着率は伸びなかった。しかし、内外綿は自社内の再就

職を許容することで、「優秀」な労働者の常時獲得を目指したのである。 

こうした大量需要・大量供給を前提とする循環的な労働需給構造は、上海の内外綿をめ

ぐる労働市場の大きな特徴であったといえる。この労働力の循環は、労働者同士の様々な

私的「関係」からなる、広範な雇用ネットワークが介在することでより活発になった。つ

まり、内外綿の上海工場において日本国内とは異なる経験者中心の採用制度が成立した背

景には、日中の労働市場の構造的な違いがあり、その違いはそれぞれの社会のあり方にも

起因するものであった。まさに、内外綿は現地社会の慣習や労働市場に合わせた、独自の

労働者雇用の制度・方法を模索し続けたといえる。 
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第 3章 賃金制度 

 

 

はじめに 

 

第 1・2 章で明らかにしたような流動的な雇用環境にあって、工場の各生産工程を滞り

なく稼動していくためには、労働者個人の技術や作業能率を常に維持・向上させる組織体

系の整備・管理が必要となる。内外綿においては、そうした組織管理の根幹が一般労働者

の賃金制度であった。一方、賃金は労働者の働き方だけでなく、彼らの生活にも直接影響

を及ぼす。そのため、労働争議の争点にもなりやすく、内外綿が最も試行錯誤を要した労

務管理の一つであったともいえる。 

在華紡の賃金制度に関しては、戦前の詳細な調査研究を除いて、専門的な分析は長らく

なされてこなかった。高村直助は、在華紡の賃金制度の特徴として出来高給と等級制の導

入を挙げ、その結果、在華紡の賃金水準は民族紡や欧米系企業と比べて高くなったが、労

働強度も高いために相対的な賃金価値は低かったと総括した。これに対して、欒玉璽や潘

志仁は、具体的な個別企業の事例をもとに、各社で用いられた賃金制度の実証的分析を行

っている。ただし、実際に制度が導入された背景・過程や詳しい運用方法までは分析され

ておらず、賃金制度を通じた組織管理の実態は明らかにされていない。 

よって、本章では新たな史料を用いつつ、内外綿の上海工場における賃金制度の成立過

程と規定・運用の両面について詳しく実態を分析し、工場内部の生産現場において実際に

どのような組織管理が行われたのか具体的な解明を試みる。 

 

第 1 節 賃金制度の成立過程 

 

第 1 章で述べたように、内外綿が進出する以前の中国では、労働請負制が一般的に用い

られ、まず作業を請け負った親方（「工頭」）が経営者から報酬を受け取り、その一部を労

働者に分配することで賃金が支払われた。一方、初めに中国進出を果たした上海紡は、日

本国内と同様に出来高給の導入を計画したが、「工頭」の反対や中国人職員の理解不足によ

り計画は頓挫し、臨時賞与を支給することで生産性の向上を目指した。 

ただし、その数年後には上海の一部の工場で日給と出来高給が併用されるようになった

とされ、内外綿も上海に工場を設立した当初から出来高給を導入し、また直轄制に準じて

会社が労働者に直接賃金を支払っていたと考えられる。賃金は原則として月 2 回払いで、

成績優良者には賞金を付与し、規律違反者には罰金が課された。もっとも、1910 年代末に

なると、上海では深刻な労働力不足のため賃金水準が高騰し、労働争議が頻発した。そこ
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で、出来高給が必ずしも中国人の労働意欲につながらないという問題点が顕著となり、内

外綿は①「割増金」、②「貯金賞」、③「月末賞」といった賞与制度を充実させることで、

作業能率の向上を試みた。こうした附属給の拡充は、労働者の移動を防ぎ誘致を促すだけ

でなく、基本給を据え置いたまま賃上げ要求にも対応する次善策であったといえる。 

しかし、このような賃金制度は中国人労働者にとって複雑でわかりにくく、1925 年の

五・三〇事件に際しては、「貯金賞」や理由不明の罰金の廃止、賃金支払い日の厳守、賃金

の計算レートを大洋銀（高質銀貨）に統一することなど、賃金の支払い方法をめぐる要求

が相次いだ。よって、事件後に内外綿が明文化した工場規則では、「賃金」・「扶助」・「賞与」

の項目に関して、改めて全工場共通の制度が規定された。さらに、1932 年頃には①・②の

賞与が廃止され、代わりに等級制にもとづく請負給の計算方法が導入されただけでなく、

罰金も「罰則」へ代わり、勤務時間を減らすことで賃金が減額されるようになった。こう

して、各種の附属給は基本給へ一本化され、より単元的な賃金制度へと改編が進んだ。 

 

第 2 節 賃金管理の進展 

 

1925 年以降は、明文化された賃金制度をもとに、より厳密な個人賃金の管理と計算が行

われるようになった。新たに作成された登記名簿を兼ねる賃金台帳には、半月ごとに賃金

額と賞与・罰則歴が記入され、その記録を集計して各工場・部門の平均賃金額と全体の賃

金額推移・偏差が細かく調査された。これらの調査資料をもとに、内外綿では定期的に各

工場の人事係が集まって「人事会議」を開き、そこで全工場一律の「賃率」を決定した。

この「賃率協定」は、しばしば変動する経営状況に応じて常時適正な「賃率」を設定し、

同時に労働者に不満を抱かせないため、工場・部門間の賃金格差をできるだけ抑える措置

であったといえる。一方、同工場・部門内では個人賃金額にある程度の格差をつけ、個人

の労働意欲の喚起が図られた。 

実際、1925～30 年になると、上海では物価の騰貴・銀価格の暴落・助貨幣の価値下落

によって賃金水準が上がり、また労働ストライキや賃上げ要求の頻発、北伐終了後の増産

傾向もあって、平均賃金額は全体的に上昇傾向を示した。一方、1925 年と 1929 年の各部

門の平均賃金額を比較すると、部門間の格差や日給と出来高給の差は縮小しており、逆に

各部門内における最高・最低賃金額の差はむしろ拡大した。ただし、両年とも同部門・職

務においては、性別などの基本属性による「賃率」の差はみられず、あくまでも個人の職

務・勤務状況に応じて賃金格差がつけられたといえる。 

しかし、1930 年以降に全体的な平均賃金額が下降に転じると、賃金の「実質価値」の低

下が問題視され、厳密な賃金管理にもとづく「経費節約」策が、逆に「優良職工」の減少

や移動率・出勤率の悪化をもたらしている点が指摘された。そこで、新たに生活物価と実

質賃金の関係に注目が集まり、より適正な「賃率」を導き出すため、生活費に対する「実
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質賃金」の把握が必要だと考えられるようになった。こうした問題意識の背景には、当時

の日中双方における労働問題への社会的関心の高まりが挙げられる。その結果、内外綿で

は 1930 年代半ばより、まず上海市の生活物価指数を参考に工場全体の平均賃金額の目標

値を定め、それにもとづいて各工場でそれぞれ賃金額の調整を行うようになった。つまり、

全工場一律の「賃率」よりも、むしろ現場の運用が重視されるようになったのである。 

 

第 3 節 個人賃金の決定プロセス 

 

具体的な賃金計算方法を史料から分析すると、一般労働者の基本給は主に日給と出来高

給（「請負給」）に大別され、前者は昇給しない限り賃金額は変わらなかったが、後者の計

算方法は、毎日の出来高と「賃率」にもとづき賃金額を算出する複雑なものであった。「賃

率」は生活物価指数と通常の出来高水準から逆算して定められ、さらに出来高の個人差に

よっては部門内で適宜調整が加えられた。また、出来高とは別に個人の勤務状況に応じて

等級が査定され、等級ごとに「賃率」の差がつけられた。加えて、職務や紡糸の番手によ

っても「賃率」は異なり、各工場・部門で何通りもの賃金計算方法が混在したといえる。 

実際に出来高給の算出経緯をみると、ある部門の平均賃金額が過剰であった場合は、等

級の変更や「賃率」の改正によって格差を減らし、それでも是正できなければ、さらに等

級数を増やすことで調整が図られた。逆に平均賃金額が過少な場合は、査定の段階で調整

が加えられた。このように、本来は出来高に応じて個別に計算されるべき個人賃金額が、

部門・生産番手ごとの平均賃金額を基準として、現場の日本人社員の判断で随時調整され、

部門・職務間で大きな格差が生じないよう均衡が図られた。こうした運用方法は、労働者

同士の不満や不公平感を軽減させるだけでなく、全体的な労務費の変動を抑えることにも

つながったと考えられる。 

一方、日給については、各工場の平均賃金額の増減や個人賃金の差別化を図るために、

同じ部門内の一部労働者に対して、半月ごとの昇給が実施された。ただし、昇給額は一定

ではなく、昇給基準には成績や技能の他に、過去の経歴、職務・職種、勤続状況など様々

な要素が含まれた。しかも、昇給の査定に際しては、生産体制の変更や工場・部門間の賃

金格差、部門内の人間関係なども作用しており、出来高給の場合と同様に、実際は個人賃

金額が職場の相対的な評価によって調整され、工場全体の均衡が図られたといえる。 

 

小括 

 

以上のように、初期の内外綿は出来高給の導入や賞与・手当など附属給の充実、もしく

は罰金の併用によって労働者の能率向上を図ったが、1925 年の五・三〇事件をきっかけに

複雑な賃金体系が見直され、1920 年代後半～1930 年代により単元的な賃金制度の確立と
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厳密な賃金管理が進んだ。しかし、実際の賃金計算方法はあくまでも現場主義により、個

人評価と相対評価が複雑に入り混じるものであった。規則上、出来高給は出来高・等級・

職務別「賃率」、日給は昇給の有無や昇給額によって、個人賃金額に差がつくよう設定され

ていたが、実際は全体的な平均賃金額にもとづき適宜調整が加えられたのである。 

こうした現場の運用によって、内外綿は労務費を抑えつつ、個人の作業能率と労働意欲

の向上や不良行為の制限を目指し、同時に労働者の平等化や生活保証も実現しようとした。

これらの目的において、内外綿の賃金制度は「日本式」であったが、実際の運用方法は日

本国内の工場に比べても、より現場主義が徹底されていたといえる。また、日本国内では

戦時統制期を経て、戦後はいわゆる年功序列にみられるような固定的賃金体系へ移行した

が、内外綿の上海工場における賃金制度は、戦時期においても一貫して流動的な賃金計算

方法に終始しており、その点も大きな違いであったといえよう。 
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第 4章 中国人管理者と監督的労働者――「特選工」と「役付工」 

 

 

はじめに 

 

第 3 章では工場の組織管理の根幹となる賃金制度に注目したが、こうした組織管理を行

う上で重要な役割を担ったのが中国人の中間管理者層であった。特に、内外綿の上海工場

では、日本人職員と一般の中国人労働者の間に、実質的な管理的職務に従事する多くの中

国人中間管理者が配置され、さらにその中で、中国人管理者としての「特選工」と監督的

労働者としての「役付工」という階層的な組織体系が形成された。 

同時代の調査研究によると、第 1 章で論じたように、初期の労働請負制のもとでは親方

層（「工頭」）が労働者の全面的な統率を担った。しかし、直轄制の導入にともない、1920

年代までに工場内の「工頭」の職権は制限され、1930 年代には日本人職員－中国人中間管

理者－中国人一般労働者という階層的な組織体系が成立したとされる。この点は、すでに

桑原哲也や欒玉璽が具体的事例を示しているが、一方、E･ホニグ、E・ペリー、S・コッ

クランは、直轄制に移行した後も「工頭」が同郷紐帯などの社会的ネットワークを背景に

旧来と同等の職場権力を維持していたと指摘した。つまり、これらの議論では、在華紡の

階層組織において、中国人中間管理者が実際にどう位置付けられ、具体的にどのような役

割を果たしたのかという問題は、未解明なまま残されたといえよう。 

よって、本章では新たな史料を用い、内外綿の上海工場において中国人中間管理者が段

階的に階層組織化された過程と、職務・経歴・給与を含む組織編成について詳細に分析し、

彼らが組織管理の上でどのような役割を担ったのか、具体的に明らかにする。 

 

第 1 節 「特選工」と「役付工」の形成 

 

操業当初の内外綿上海工場では、技術管理と人的管理が完全に区別されており、熟練技

術工が機械の据付や保全といった技術管理の一旦を担う一方、「督促」と呼ばれる作業監督

者が、労働者の喧嘩仲裁から募集まで、多岐に及ぶ人的管理を請け負った。1916 年 9 月、

このうちの技術工のみに対して、「特選工」という新たな職級が設けられた。同時に、日本

国内で普及していた等級制度が中国にも導入され、「特選工」は日本人職員（1～3 等）の

下位（4 等・5 等）にあたる末端管理者として、正式に位置づけられるようになった。 

1920 年代に入り、急速な生産拡大と市場競争の激化が進むと、内外綿は工場の管理体制

の整備・強化に迫られ、「特選工」は本格的な中間管理者層へと組織化されていく。1919

年、大規模な労働争議をきっかけに、本社経営陣は中国人労働者の人材育成と大幅な組織
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改革を提案した。1920 年には「華人講習所」と呼ばれる教育機関が設けられ、標準動作の

導入計画と連動した社内教育が始まり、これまでの日本人担当職務を中国人に置き換える

中国人重用策も打ち出され、「特選工」の増員とその職務範囲の拡大が図られた。同年より

中国人管理者は「准技男」・「特選工」・「候補特選工」の 3 職級制に改められ、一括して「特

選工」と総称されるようになった。さらに、そこには中国人の事務職員（「人事係」）や従

来の「督促」、新設の女工「養成方」など、工務・事務の様々な職務が含まれるようになり、

一つのまとまった中国人管理者層が形成されたのである。 

しかし、これらの人材育成や組織改革は、中国人管理者の頻繁な転職もあって失敗に終

わった。さらに、1925 年の五・三〇事件後より労働運動が活発化すると、中国人管理者と

一般労働者の対立や管理者同士の勢力争いを原因とした争議も発生し、彼らの存在がかえ

って工場の管理上の弊害をもたらすようになった。その結果、1927～30 年には「督促」

をはじめとする古参「特選工」の解雇が進み、同時により下位職級にあたる「役付工」の

職務範囲の拡大と増員が図られた。「役付工」は本来、特定の専門職を担う一般労働者の総

称であったが、1928 年頃より「特選工」が担ってきた管理的職務を分担して代替するよう

になった。さらに、製品高度化戦略にともなって、「役付工」の職務と人数は徐々に増加し、

「特選工」とは異なる新たな監督的労働者層が形成され、その中でも職務に応じて細かく

等級が分けられることで、まさに階層的な管理組織が成立したのである。 

 

第 2 節 「特選工」の組織編成 

 

「特選工」の組織編成を分析すると、職務配置はほぼ日本人職員に準じて、明確に配属

部署が定められた。工務部門の主な職務は「見廻」・「保全」（男工）・「検査」・「養成方」（女

工）であり、事務部門は書記や通訳であったが、これらは必ずしも分掌されておらず、同

じ部署内で複数職務を兼任することもあった。つまり、「特選工」はあくまでも日本人職員

の補佐として、部署内の作業全般を管理する立場にあったといえる。また、工場・部署間

の異動はほとんどなく、職務と職級が対応していないため、昇級によって職務や配属先が

変わることもなかった。そのことが、「特選工」の管理者としての経験や能力を高める一方、

同一職場内における地位の特権化を招き、争議の要因になったとも考えられる。 

「特選工」の経歴をみると、上海工場設立以来の長期勤続者が多く、男工の比率や年齢

層も一般労働者に比べて高かった。「特選工」の場合、毎月の査定で昇級できる人数は少な

かったが、降格もないために地位が保証されており、それが長期勤続と高年齢化、さらに

職場内での特権化につながったと考えられる。昇級の基準条件は、技能とともに勤続や前

職での経験・学歴などが総合的に判断され、縁戚関係などの個人的な条件が考慮される例

もあった。逆に、年齢や出身地が問われることはほとんどなく、1925 年までは「子飼い」

の人材を優先的に抜擢する方針もとられた。 
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「特選工」の給与の支払い方法は、「準技男」と「特選工」は月給制、「候補特選工」は

日給月払い制であり、日本人職員と同じ属人給であった。昇給は昇級と同時に査定が行わ

れたが、相互連動はしておらず、毎回の昇給額も一定ではなかった。特に、1923 年以降は

勤続年数と成績に応じて、昇給額に個人差がつけられるようになった。賞与には主に、①

「半季賞」、②「勤続賞」、③「待遇手当」の 3 種類があり、1928 年以降は①・②のみと

なった。①は基本給額に比例した年 2 回の期末ボーナスであり、1927 年からは「標準考

課法」と呼ばれる新たな査定法が導入され、成績・勤怠・等級の評価を点数化して支給額

が決められるようになった。こうした昇給額や賞与の差別化は、「特選工」のモチベーショ

ン向上だけでなく、勤務態度や行動の監視・抑制につながったと推測できる。 

このように、「特選工」階層は工務・事務部門とも日本人職員の補佐として、部署内の

管理全般に携わる中間管理職的な役割を担った。しかし、保証された地位ゆえに職場内で

の特権化が生じ、全体的な賃金コストの増大にもつながった。こうした弊害もあって、「特

選工」から「役付工」へ職務の代替が進んだと考えられる。 

 

第 3 節 「役付工」の組織編成 

 

次に「役付工」の組織編成を分析すると、職務配置は一般労働者と同じく各部署内の各

職務に直接配属された。「役付工」は人数が多いため、その職務・職種は多様であり、工務

部門の主な職務は、「特選工」の代わりとなる「見廻」・「保全」の他に、「加油」・「助手」

などの技術工、「班長」・「副長」などの作業リーダー職、「玉揚」・「瑕戻」などの専門職、

「掃除」・「運搬」などの雑務職が含まれた。事務部門では、書記や通訳以外に「打印子」

（タイピスト）・「電話交換手」などの職務があった。つまり、「役付工」の役割はむしろ一

般労働者の代表者もしくは専門職者としての監督的労働者であった。また、工場・部署間

の異動はあまり多くはなかったが、職務と職級が対応しているため、毎半期の昇級査定に

よって同じ部署内での職務変更が頻繁にみられ、「役付工」の配置は常に流動的であった。

しかも、「特選工」に比べて 1 人あたりの職権はわずかであり、それが逆に地位の特権化

を防ぎ、職場の活性化をもたらしたといえる。 

「役付工」の経歴をみると、1940 年代の平均勤続期間は「特選工」よりも短いが、一般

労働者に比べると長く、男工は比較的年齢層が高めであった。「役付工」は職務に対応する

等級が細かく定められていたため、査定の際に職務と等級が連動した。よって、「役付工」

の昇級機会は多かったが、降格する可能性もあり、その地位は決して保証されたものでは

なかった。昇級・降格の基準条件は、原則として勤怠日数を含む作業成績のみで、「特・普・

劣」3 段階の成績評価がなされた。長期勤続や縁戚関係、養成工の経験が考慮される例も

みられたが、「特選工」よりも個人の能力や努力に対して機会均等に査定が行われた。 

「役付工」の給与の支払い方法は、事務職以外は日給月払い制であったが、基本給は一
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般労働者と変わらず、必ずしも昇級が昇給にはつながるわけではなかった。賞与は主に、

①「旧正月・旧盆祝儀」と②「皆勤賞」の 2 種類があり、①が年 2 回の期末ボーナスに相

当した。その査定方法は、まず職務別階級ごとに資格・勤続・成績の 3 項目について等級

がつけられ、各等級に設定された支給額の合計が最終的な賞与額となった。このように、

「役付工」の賞与額も厳密に査定されたが、基本給とは比例しないため、同じ職務ではそ

れほど差は生じなかった。ただし、一律額が支給される一般労働者とは差別化が図られた。 

このように、同じ中間管理職層のうち、「特選工」が格段に特権的な立場にある一方、「役

付工」はあくまでも一般労働者の代表者、いわば監督的労働者にすぎなかった。昇級制度

や給与体系も、「特選工」に比べれば地位や収入は不安定であり、個人の職権は限られた。

だからこそ、内外綿では弊害の多い「特選工」に代わって「役付工」が増員され、工場の

管理的職務を幅広く担うようになったといえる。 

 

小括 

 

以上から、内外綿上海工場において中国人管理者が階層組織化された過程には 3 つの段

階があり、1930 年代には、日本人職員－「特選工」－「役付工」－一般労働者という、階

層的な組織体系が成立したことが明らかになった。このうち、「特選工」は主に日本人職員

の補佐として一部署内の管理全般を担ったが、安定的な地位や高待遇の保証によって、職

場内での特権化が進んだ。一方、「役付工」は管理者というよりも、一般労働者の代表者と

いった役割にすぎず、流動的な職務配置とそれに連動した不安定な地位・待遇によって、

その職権は限られた。そして、内外綿は「特選工」を減員し「役付工」を増員した結果、

1940 年代には工場の中間管理者層の大部分を「役付工」が占めるようになった。 

「特選工」から「役付工」への組織体系の拡大は、生産工程の末端に至る緻密な管理を

可能にし、また一般労働者の昇級へのモチベーションを維持すると同時に、上位職級者と

の格差感を緩和する効果もあったと推測できる。これは現地の労働力事情に即応した結果

であったが、一方、内外綿は最終的に高度な技術力を持ち指導的役割を果たす人材を、現

地で十分に育成・確保することはできなかった。また、ここで形成された階層的な組織体

系は、あくまでも各階層が分断されたものであり、管理上の要職に日本人以外が就く機会

は与えられなかった。その意味で、内外綿は完全に現地化された企業にはなりえなかった

といえる。 

 

＊ 本章は、以下の論文を加筆・修正したものである。芦沢知絵「内外綿の中国人管理者と

監督的労働者――『特選工』から『役付工』へ（1911-45 年）」富澤芳亜・久保亨・萩原充

編著『近代中国を生きた日系企業』大阪大学出版会、2011 年。 
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第 5章 福利施設 

 

 

はじめに 

 

第 3・4 章で検討したように、内外綿の組織管理は部分的に「日本式」制度を適用する

ことで、労働意欲の向上を目指すものであった。一方、工場の生産現場以外の場において

は、福利施設の導入を通じた労務管理が行われた。そもそも、日本国内では、労働者に対

する「優待」が労働意欲の発揚につながり、労使対立の緩和と企業全体の利益増加をもた

らすと考えられてきた。こうした「温情主義」にもとづく企業経営のあり方は、近代的な

能率主義とともに、日本の伝統的な「経営家族主義」の理念が投影されているとされる。

しかし、中国においてこの方式は必ずしも受け入れられなかった。それにもかかわらず、

内外綿はなぜ中国への福利施設の導入と普及を試みたのか。 

従来の先行研究において、在華紡の福利施設はほとんど注目されてこなかった。日本国

内の工場と比較すると、中国の工場の福利施設は不十分なものとされ、それが五・三〇事

件のような労働者の反発につながったと考えられたのである。また、高綱博文は、福利施

設の存在を認めつつも、厳しい労働条件の下での「アメとムチ」であり、あくまでも能率

向上を目的とした「温情主義的労務政策」に過ぎなかったとした。一方で、最近は建築史

の分野において、現存する在華紡の工場建築の調査が進められ、その福利施設が決して小

規模なものではなく、日本文化と近代上海の両要素を含む独特な生活空間を形成し、在華

紡の労務管理の重要な一側面を担ったことが指摘されている。 

よって、本章では新たな文献史料をもとに、内外綿における福利施設の具体的な導入過

程を追い、その実態について詳しく検討する。特に、中国人労働者用に設けられた社宅、

食堂・診療所などの工場付属施設、子弟学校といった施設の導入目的、及び実際の設備状

況について検証し、中国においてそれらが労務管理上どのような意義を持ち、中国人労働

者にどういった影響を与えたのか明らかにする。 

 

第 1 節 福利施設の導入過程 

 

日本国内の紡績工場では、1890～1900 年代より大手紡績企業を中心に労働者待遇の自

主的な改善が図られ、労働者の争奪が始まると、各工場は一層、福利施設・制度を拡充さ

せた。内外綿でも寄宿舎・社宅などの居住施設、養成女工の教育・教養施設、娯楽施設や

医療施設を設け、扶助・共済制度や日用品の廉価販売を実施した。 

一方、初期の中国紡織業において、工場の福利施設はほぼ未整備の状態にあり、その背
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景には行政及び社会的な関心の低さだけでなく、「近代」的な福利の概念が中国人労働者に

受け入れられない実情があったといえる。1920 年代初頭までは、一部の欧米系資本工場を

除けば、ほとんど福利施設は普及しておらず、それが低コストの利点として捉えられ、日

本企業の中国進出を促したともいえる。 

しかし、内外綿は中国進出直後から、他社に先駆けて福利施設の導入に着手し、上海の

工場周辺地域には、日本人社員と中国人労働者の社宅・合宿所、それに付属する購買会・

売店、水月花園と呼ばれる運動場付き公園、日本人社員用の倶楽部（「厚徳館」）、日本人・

中国人の子弟学校がそれぞれ建設され、工場内部には食堂と診療所が付設された。 

 

第 2 節 社宅 

 

このうち、内外綿が最初に導入した福利施設は、中国人労働者のための社宅であった。

社宅の設立は 1913～14 年頃に始まり、当初の目的はあくまでも工場に在籍する労働者の

足止め策にあった。しかし、1920 年代に入ると、市場競争の激化と労働力不足が問題とな

り、将来的な労働争議の多発が憂慮される中で、「温情主義」にもとづく労使関係の安定と

労使一体型の経営を目的に、社宅の本格的な拡張が目指されるようになった。 

本社が提示した拡張計画にもとづき、1922年までに内外綿の工場周辺には計 10ヶ所（公

式には 9 カ所）の居住区が設けられ、大規模な社宅群が完成した。居住区付近には、川邨

利兵衛頭取を記念した大時計塔を中心に、水月花園や病院・学校などが建設され、上海の

共同租界西北部に内外綿の「一大村落」が出現することになった。社宅の建物はほとんど

が 2 階建ての瓦葺木骨煉瓦造であり、上海特有の庫門式里弄住宅であった。内装は中国式

家屋と日本の長屋を折衷した構造で、便所と水道は共同利用であったが、日本国内の社宅

よりも「上等」だとされた。居住者の多くは内外綿の労働者とその家族・親戚であり、家

賃は低廉であった。また、1 階は茶館・食料品店・理髪店・雑貨屋・質屋など一般店舗用

に貸し出され、居住者の生活の場として利用された。 

内外綿の社宅には多数の入居希望者が集まり、次第に他社工場でも社宅が設立されるよ

うになった。しかし、その居住環境は決して快適なものではなかったとされる。特に、部

屋の転貸によって一室当たりの居住人数は過剰となり、部屋の改造や他社労働者の入居に

より、社宅内は常に雑然としていた。これに対して、会社側は「社宅規則」を定め、「善良」

で衛生的な生活を求めたが、中国人労働者は干渉を嫌い、その運営は居住者の自治に任せ

ざるをえなかった。 

 

第 3 節 工場付属施設 

 

工場外に設けられた社宅が居住者の自治管理に委ねられたのに対し、工場の内部ではあ
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くまでも規律的かつ衛生的な労働環境が求められた。食堂や診療所といった工場付属施設

は、労働者への利便性を考慮しつつも、そうした工場内の規律・衛生を維持することが大

きな目的であったといえる。 

初期の中国の紡績工場では、労働者は不衛生な作業場内で雑談・飲食しながら働く光景

が見られた。それは日本人にとって作業能率を妨げる悪環境として捉えられ、内外綿は当

初から作業場内の飲食を禁止し、代わりに簡易な食堂を工場に付設した。労働者は 30 分

の休憩時間に一斉に食堂に集まって食事をとるようになり、またそこは賃金受け渡しや非

常時の集合場所としても使われた。こうして労働者の便宜が図られる一方、食堂は工場内

の作業場と生活圏を分離し、規律・衛生を管理するための場にもなったのである。その後

も、作業場内での飲食の禁止は困難な課題であり続けたが、1920 年代半ばまでに食堂は他

社工場へも広く普及していった。 

また、内外綿の工場には医療施設として「華工診療所」が付設され、日本人社員向けの

「水月医院」とは別に、中国人医師による中国人労働者のための衛生管理が行われた。診

療所の第一目的は、工場における公傷病者の治療であり、そこでは中国人の「意」に沿っ

た施術がなされた。また、予防注射や健康診断といった日常的な衛生管理も行われ、特に

伝染病の蔓延には細心の注意が払われた。もっとも、「華工診療所」は「水月医院」とは異

なり、非常に小規模な付属施設にすぎず、本格的な医療処置は外部の病院へ委託された。 

 

第 4 節 子弟学校――水月華童学校 

 

内外綿の工場の近隣には、労働者の子弟のための初等教育施設も設けられた。「水月華

童学校」（旧称「水月義務学堂」）と名付けられたこの子弟学校は、1922 年に川邨利兵衛頭

取の持論にもとづき、「日支両国の親善」のために設立されたが、その背景には二つの社会

的な動きがあったといえる。一つは、五・四運動期における平民教育運動の高まりであり、

もう一つは共同租界工部局の実態調査にもとづく、児童労働の社会問題化である。子弟学

校の設立はこれらの問題を解決すると同時に、工場内の規律を維持するためにも有効な手

段となった。 

学校の教職員は全て中国人であり、新任教師は校長の縁故採用であった。入学者は次第

に増加し、そのうちの約 7 割を内外綿の労働者の子弟が占めた。カリキュラムは中国の学

制に準じて公定の国民学校用教科書を用い、中国語で授業が行われた。教科書や教材・備

品は無償であった。授業数は 1 週間あたり 30 時間程度であり、中国の暦に合わせて祝休

日が休校となった。また、2 学期制を採用し、毎年 8 月と旧正月には長期休暇が設けられ、

学期始めと終りに開業式・終業式が行われた。終業日には各科目の試験が実施され、式典

には日本人社員や来賓が同席して訓話や校歌斉唱が催された。また、運動会や卒業式とい

った年間行事もあり、そこには日本の文化・道徳の要素が含まれた。こうした学校教育の
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試みは、日本の紡績関係者にも高く評価された。 

 

第 5 節 五・三〇事件後の福利施設 

 

1920 年代以降、労働力不足による勧誘のため、内外綿以外の在華紡各社にも福利施設が

普及し、社宅や食堂は中国の工場でも一般的な設備となった。しかし、1925 年に五･三〇

事件が勃発すると、在華紡の福利施設にも課題が示されるようになる。内外綿は事件後、

労働者の「優遇」例として福利施設を強調したが、日本の政府関係者は、中国人の価値観

や文化を理解・配慮した上で、福利施設の設備内容を再検討すべきだと指摘した。また、

「温情主義」を強化するとともに、「規則」ではなく「利便」性をもって労働者を「教育」

することが推奨され、工場内へ労働者を囲い込み、外部との接触を禁じることも提案され

た。こうした批判や指摘は、以後の施設経営に新たな展開をもたらす。 

上記の対策案には、公大工場（鐘紡）の福利施設がモデルとして想定されていた。鐘紡

は代表的「温情主義」論者であった武藤山治社長の経営理念にもとづき、国内外の工場に

大規模な福利施設を有し、五・三〇事件時のストライキ被害も最も少なかった。公大の福

利施設は、内外綿の広大な「村落」とは対照的に、全ての施設を工場の敷地内に集中させ

た人工「村」ともいえるもので、その独立集団的な生活環境は日本人職員と中国人労働者

の家族的な親和性を醸成し、ストライキ防止に有効であるとされた。また、茶館や廟とい

った中国の伝統的な文化・宗教施設は、中国人労働者にも大変好評であった。これらの施

設は、まさに中国人労働者を「教化」する場として機能し、武藤の理念通り「家族」的「温

情主義」を体現する「模範」になったのである。 

こうした指針を受けて、内外綿も 1925 年に茶館の建設を計画し、1927 年に既婚女工の

ための哺乳所を増設するなど、新しい施設の導入を図った。また、子弟学校では 1922 年

制定の新学制に合わせてカリキュラムを改定し、中国の公立学校への参観や日本人社員と

中国人教師の交流を通して、「日支親善」をより広く喧伝するようになった。しかし、内外

綿の福利施設はそれ以上改良されず、大幅な拡充には至らなかった。 

 

小括 

 

以上から、内外綿による福利施設の導入は、労働意欲を高めるための「温情主義」的施

策というよりも、労働者の雇用促進や作業環境の整備を目的とした、労務管理の一環であ

ったということができる。その最終目的は作業能率の促進にあったが、内外綿は中国人労

働者の生活習慣や価値観の違いに直面しつつも、時にその利用を強制し、時に放任や委託

によって施設の導入を図った。1920 年代前半までに、福利施設は在華紡企業全体に普及し

たが、五・三〇事件後は労使対立の一要因として、政府関係者から改善が求められる。そ
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のモデルとなった公大工場（鐘紡）の施設は、日本的な労使一体型経営の「模範」とされ、

以後、内外綿も施設の改良を試みるが、大幅な拡充には至らなかった。 

このように、強制・譲歩をともないつつ施設そのものの導入を図った内外綿は失敗者と

され、積極的に「教化」を進めた鐘紡は成功者とみなされた。そこには、大手企業の資本

力・実績や政治人脈が作用したとも考えられる。いずれにしても、内外綿を端緒に普及し

た「日本式」福利施設は、中国の工場において必須の設備となり、規律・衛生の概念も徐々

に浸透していった。さらに 1930 年代になると、福利施設に対する関心は中国企業にも広

まり、大手企業の工場を中心に社宅・子弟学校などが設立された。まさに、在華紡の福利

施設が中国社会に与えた影響は少なくなかったといえる。 

 

＊ 本章は、以下の論文を加筆・修正したものである。芦沢知絵「在華紡の福利厚生――内

外綿上海工場の事例を手がかりとして」『中国研究論叢』霞山会、第 7 号、2007 年。 
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終章 

 

 

これらの分析から、内外綿の労務管理の特徴として以下の三点が示された。 

第一に、内外綿の労務管理は主に四つの段階を経て形成された。第一段階の 1911 年～

1919 年前後は、工場開業に際して直接的労務管理の導入が進められた時期である。第二段

階の 1920 年前後～1925 年は、市場競争の激化もあってより積極的に「日本式」労務管理

の方法が移転された時期である。第三段階の 1925 年～1937 年は、五・三〇事件を契機と

して「日本式」によらない独自の管理方法が模索された時期である。第四段階は 1937 年

～1945 年の日中戦争期である。 

第二に、このうちの第三段階の模索期は、内外綿がある種の「現地化」を試みた過程で

あったといえる。第二段階で日本国内から移転された「日本式」労務管理は、そのままで

は中国の労働事情に馴染まず、五・三〇事件によって各種の問題点が明らかになった。よ

って、その後は中国人労働者との摩擦と譲歩を重ねながら、より現地社会に適応した独自

の労務管理が形成されていった。ただし、それらはあくまでもストライキ防止や労働能率

の向上を目的としたものであり、中国人労働者の反発を受けずに生産性を高めるための最

も「効率的」な管理方法が選択された結果にすぎなかったとも捉えられる。 

第三に、一方こうした「現地化」の過程において、中国人労働者に対する「勤勉」観念

の伝播がみられた。第二段階の「日本式」労務管理も、労働の規律化・能率化を目的とす

るものではあったが、その方法は中国人労働者の反発を招いた。しかし、第三段階で模索

された独自の労務管理方法には、作業能率や労働意欲を向上させるためのしくみが内包さ

れており、中国人労働者は工場での実際の作業を通じて、体験的かつ短期的に「勤勉」観

念を受容していくことになったのである。 

このように、日本企業と中国人労働者の相互作用を経て、試行錯誤の末に形成された在

華紡各社の労務管理制度は、「中国に適する」方法として他の中国企業にも模倣されていっ

た。さらに、それは同時代だけでなく戦後の中国紡織業にも継承され、その点で在華紡の

労務管理は近代中国の紡織業史及び社会経済に深く関わったと結論づけられる。 

今後の課題は、本論文では扱えなかった地域・時代について分析・補足し、内外綿の労

務管理の全体像を明らかにすることである。本論文では、上海以外の青島・金州工場の労

務管理について、詳しく分析することができなかった。また、1938～45 年の日中戦争期

の統制下において工場経営がどのように継続されたのか、労務管理の点から詳しく分析す

る必要がある。さらに、内外綿以外の在華紡や中国企業・欧米系企業との比較・検討をと

おして、近代中国の社会経済に在華紡がどのような影響をもたらしたのか、より広い視野

から相互の関係性を明らかにしていきたい。 
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論文内容の要旨 

 
本論文の課題は、近代中国において大規模な工場経営を行った日本紡績企業（以下、在

華紡）の労務管理について、詳しい形成過程と実態を分析することである。その上で、日

本企業が労務管理を通じて、中国の労働者や現地社会と直接かつ相互にどのような作用を

及ぼし合い、近代中国の社会経済にどういった影響をもたらしたのか考察する。 

近代中国の社会経済を特徴づける重要な一面として、沿海地域を中心とした近代紡織業

の発展が挙げられる。その発展に大きな影響を与えたのが、1910～20 年代に中国へ一斉

進出を果たした在華紡であった。もっとも、これまでの先行研究では、そのうちの負の影

響のみが強調されがちであり、中国綿業「衰退」論や日本「帝国主義」論の文脈において、

在華紡は国家や資本力を背景に中国市場を圧迫し、また厳しい労務管理による中国人労働

者への「搾取」が、1925 年の五・三〇事件に代表されるナショナリズム的労働運動を引き

起こしたとされてきた。 

こうした従来の在華紡像に対して、近年は各企業の経営活動を一括りに捉えず、詳細な

個別分析にもとづき、中国の企業や労働者との関係性をより実証的かつ多角的に再検討し、

その歴史的位置づけを見直そうとする試みがみられる。本論文も同様の研究視角を共有す

るものであるが、市場戦略や技術改良に関しての分析が進む一方、在華紡の工場経営の基

盤であり、現地の中国人労働者との直接的接点ともなった労務管理の実態については、一

次史料の不足もあって、なお十分な検討がなされていない。よって、本論文では在華紡の

代表的企業であった内外綿株式会社（以下、内外綿）の上海工場を具体的な事例として取

り上げ、中国の档案館（文書館）に残された同社の内部経営史料を新たに用い、その労務

管理の形成過程と実態を、雇用管理・組織管理・福利施設の三点から詳しく分析する。 

まず、第 1 章と第 2 章では、工場を操業する上で最も重要な、現地の労働力を確保する

ための雇用管理について分析を行った。 

第 1 章では、労働者の採用制度の成立過程を追い、これまでの通説であった「包身工」

と呼ばれる半請負的雇用制度の実態を再検証した。内外綿は中国進出当初より、現地で慣

習的に用いられてきた労働請負制を廃し、労働者の直接募集を含めた直接的労務管理（直

轄制）を導入した。さらに、1922 年からは市場競争の激化と労働力不足にともない、本格

的な「日本式」の養成工制度を実施した。しかし、十分な数の養成女工の獲得が困難であ

ったことや、1925 年の五・三〇事件で既存労働者の不満が表面化したために、その後はむ

しろ、大量に募集した経験者の中から一律の試験によって「優秀」者を選抜する独自の採

用制度へと転換し、正規労働者の少数精鋭化が図られるようになった。 

第 2 章では、第 1 章で示された経験者中心の採用制度が、どのような労働市場を背景に

成立したのかを詳しく検証した。特に、内外綿の上海第 3・4・5 工場で作成された中国人
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労働者の名簿を分析し、工場の具体的な労働力構成と労働需給構造の解明を試みた。その

結果、内外綿に勤める女工の多くが蘇北地域から内外綿周辺の工業地帯に集まった移住者

であり、地縁・血縁・職縁などの私的「関係」を仲介に各工場を移動し、内外綿への入退

社を繰り返していた状況が明らかになった。そこから、内外綿をめぐる上海の労働市場の

特徴として、日本国内とは異なる経験者の大量供給・大量需要という循環的な労働需給構

造があったといえる。 

次に、第 3 章と第 4 章では、生産現場において労働者の働き方を規定し、作業能率を維

持し向上させるための組織管理について分析を行った。 

第 3 章では、組織管理の根幹ともいえる、賃金制度の成立過程とその運用方法を検証し

た。内外綿は中国進出当初より、すでに他社が導入していた出来高給制と日給制を併用し、

これらの基本給に各種の賞与・手当や罰金を含む附属給を組み合わせて、作業能率の向上

と勤続促進を図った。しかし、五・三〇事件の際にその複雑な賃金体系が批判対象になっ

たことで、1930 年代には等級制にもとづく基本給のみの体系へ一本化されていった。一方、

実際の運用方法としては、工場全体の平均賃金の均衡を保ちつつ、個人賃金額を差別化す

ることが求められた。さらに、実質賃金の保証が社会的課題になると、生活物価に合わせ

た目標平均賃金額が定められ、個人の成績・技能を査定基準としながらも、実際は各現場

の相対評価によって等級や賃率が微調整されるようになった。 

第 4 章では、組織管理上の中間管理的職務を担った中国人職員・労働者に注目し、中国

人管理者＝「特選工」と監督的労働者＝「役付工」が階層組織化される過程、及び各層の

位置づけと役割を明らかにした。内外綿は 1910 年代より「日本式」階級制度を導入し、

一部の中国人技術工を「特選工」として末端職級に位置づけ、日本人職員による生産管理

を補佐する役割を担わせた。さらに、1919～25 年にはこれらの中国人管理者の増員策を

打ち出し、工務・事務を含む「特選工」階層が組織化された。しかし、五・三〇事件後は

「特選工」の特権化が問題となり、より下位職級である「役付工」が管理的職務を代替し、

監督的労働者として増員されるようになった。その結果、1930 年代には日本人職員－「特

選工」－「役付工」という分断・細分化された階層組織が形成されていった。 

第 5 章では、工場の生産現場以外の労務管理の場として、社宅・工場付属施設・子弟学

校といった福利施設に注目し、その導入過程と施設経営の展開を追った。福利施設は「日

本式」労務管理の最大の特徴ともいえ、日本国内の工場では労働意欲の増進を目的とした

「温情主義」的慰労設備として拡充が図られてきた。一方、中国では生活習慣や価値観の

違いからすぐには普及せず、内外綿は労働者の勤続推進や工場内の規律・衛生の管理、ま

た日本的な文化・道徳観念の浸透を目的に、労働者の便宜を図りつつも半ば強制的に施設

を導入した。しかし、五・三〇事件の際にはそうした方法がむしろ労使対立の一因として

批判され、その後はわずかな改善を除いて福利施設が拡充されることはなかった。 

これらの分析から、内外綿の労務管理の特徴として以下の三点が示された。 
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第一に、内外綿の労務管理は主に四つの段階を経て形成された。第一段階の 1911 年～

1919 年前後は、工場開業に際して直接的労務管理の導入が進められた時期である。第二段

階の 1920 年前後～1925 年は、市場競争の激化もあってより積極的に「日本式」労務管理

の方法が移転された時期である。第三段階の 1925 年～1937 年は、五・三〇事件を契機と

して「日本式」によらない独自の管理方法が模索された時期である。第四段階は 1937 年

～1945 年の日中戦争期である。 

第二に、このうちの第三段階の模索期は、内外綿がある種の「現地化」を試みた過程で

あったといえる。第二段階で日本国内から移転された「日本式」労務管理は、そのままで

は中国の労働事情に馴染まず、五・三〇事件によって各種の問題点が明らかになった。よ

って、その後は中国人労働者との摩擦と譲歩を重ねながら、より現地社会に適応した独自

の労務管理が形成されていった。ただし、それらはあくまでもストライキ防止や労働能率

の向上を目的としたものであり、中国人労働者の反発を受けずに生産性を高めるための最

も「効率的」な管理方法が選択された結果にすぎなかったとも捉えられる。 

第三に、一方こうした「現地化」の過程において、中国人労働者に対する「勤勉」観念

の伝播がみられた。第二段階の「日本式」労務管理も、労働の規律化・能率化を目的とす

るものではあったが、その方法は中国人労働者の反発を招いた。しかし、第三段階で模索

された独自の労務管理方法には、作業能率や労働意欲を向上させるためのしくみが内包さ

れており、中国人労働者は工場での実際の作業を通じて、体験的かつ短期的に「勤勉」観

念を受容していくことになったのである。 

このように、日本企業と中国人労働者の相互作用を経て、試行錯誤の末に形成された在

華紡各社の労務管理制度は、「中国に適する」方法として他の中国企業にも模倣されていっ

た。さらに、それは同時代だけでなく戦後の中国紡織業にも継承され、その点で在華紡の

労務管理は近代中国の紡織業史及び社会経済に深く関わったと結論づけられる。 

 


